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NPOの協力による避難所の環境向上の例

○ 関東・東北豪雨（平成27年）では、避難所運営に長けたNPOの助言に基づき、常総市の避難所において高齢者

等の福祉避難スペースの居住性が大幅に向上。

○ 熊本地震（平成28年）では、熊本県関係部局、熊本市、ＮＰＯが協働して、避難所の環境改善を目的とした

「避難所アセスメント」を実施し、その結果に基づき生活環境を向上させた。

○ NPO等が調査した避難所の様子は、政府現地対策本

部および熊本県に報告され、結果を受けて、行政・NPO・

ボランティア等が避難所の生活環境の向上を図った。

○ これにより、高齢者・子連れ家庭に配慮した避難所の居

住スペースの調整が行われるなど、避難所の生活環境改

善につながった。

出典：内閣府「特集平成28年熊本地震におけるNPO等の活動について」、NPOくまもと資料

○ 常総市の避難所において、避難所運営に長

けたNPOの助言に基づき、民間企業から提供

を受けた段ボール等を用いて、高齢者等の多

い福祉避難スペースに段ボールベッドを導入。

○ 床からの冷気やほこりの巻き上げが防止され、

居住性の大幅な改善が図られた。

出典：水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ

報告（平成28年3月）

関東・東北豪雨 熊本地震
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＜NPOなど多様な民間団体による被災者支援＞

○災害発生時には、多くのボランティアが被災地に駆けつけ様々な支援を実施しており、被災者支援において重要な役割

○一般のボランティアの活動調整を行う社会福祉協議会、専門技能を有するＮＰＯ・ボランティア団体等、様々な主体が活動を展開

【NPO】 福祉、教育、建物修理・解体、生活環境の調査・改善など専門的な知見を
活かした支援。

災害ボランティアセンター以外にも、多様な民間団体が被災者支援を実施

【日本赤十字社】 医療救護等の本来業務ほか、炊き出し、避難所での健康支援活動、
心のケア等の被災者支援等

【企業・経済団体】 企業のCSRとして物資・サービスの提供、社員のボランティア参加、
支援団体への資金・物資援助等

※ その他、生活協働組合、青年会議所、学校法人、宗教法人等様々な団体が、
被災者支援に活動

被災地域の市町村社会福祉協議会等が設置・運営

被災者の困り事把握

避難所の運営支援
（炊き出し等）

床板の除去作業

被災者の生活支援

• 瓦れきの撤去

• 被災家屋の清掃、

• 屋内外の片付け

宮城県丸森町（東日本台風）熊本市（熊本地震）

支援物資の運搬 在宅避難者実態調査 ゴミ出し支援

那須塩原市（東日本台風）

支援物資の運搬、仕分け

＜災害ボランティアセンター＞

災害ボランティアとの連携
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災害ボランティアセンター（災害VC）について

○ 災害ボランティアセンターは、被災者支援の活動を行う一般ボランティアと、被災者の支援ニーズをつなげる仕組み。

○ 被災地の市町村社会福祉協議会が、災害ボランティアセンターを設置・運営することが一般的。

災害ボランティアセンターの役割

被災者の支援ニーズと

ボランティアのマッチング

出発前の

オリエンテーション

現場での活動支援
（ボランティアバス、機材貸出など）

活動結果の報告・記録

出典：政府広報オンライン

社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを

設置・運営する理由

出典：全国社会福祉協議会

○ 地域を基礎に活動していること

○ 社会福祉を推進する団体としての機

能・事業があること

○ 全国的なネットワークを有する組織であ

ること

災害ボランティアの活動の様子

出典：静岡県社会福祉協議会
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災害ボランティアセンターによる在宅避難者支援の例

○ 広島県安佐北区社会福祉協議会では、平成26年８月豪雨に伴う広島県の土砂災害において、安佐北区災害

ボランティアセンターを開設。

○ 被災者の状況を皆で共有し、チームで支えるため、災害ボランティアセンター内に「被災者サポート班」を設置し、看護

師、ケアマネジャー、社会福祉士、民生児童委員、自治会役員等がチームとなり、被災者宅を戸別訪問。

○ 戸別訪問の後、地域包括支援センター、保健センター、民生児童委員等と毎日ミーティングを開き、情報を共有。

出典：東京都社会福祉協議会福祉実践事例ポータルサイト

http://fukushi-portal.tokyo/archives/49/

８月20日

未明

土砂災害発生

・「広島市災害ボランティア本部」開設

・「安佐北区災害ボランティアセンター」設置準

備

・被害状況の把握（区内28地区の社協会長

に確認）

８月22日 安佐北区災害ボランティアセンター開設

８月23日 大林/三入サテライト開設（避難所の小学校に

併設）

８月下旬 被災者サポート班の活動開始

10月１日 生活支援を中心とした「安佐北区復興連携セ

ンターすまいる」に転換
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官民の連携体制の構築例

○ これまでの災害においても、官民連携の対策構築が実際に行われた例がある。

○ 例えば、県の災害対策本部内に社会福祉協議会やNPO等を含めた「災害ボランティア担当班」を設置し、官民の情

報連携を円滑に行った事例や保健・医療・福祉活動の総合調整を行う「保健医療福祉調整本部」に民間の団体も

参画してもらい、避難所支援や在宅避難者、高齢者支援を実施した事例がある。

○ 長野県では、災害対策本部室の中に「災害ボランティア担当班」 を設

置。「災害ボランティア担当班」は、外部機関である県社会福祉協議会、

県 NPO センター、 JVOAD が班員として常駐した。災害対策本部室内

に常駐してもらうことにより、現場で発生している問題に対して瞬時につな

がり、また、常に顔を合わせることにより信頼関係につながるという効果も

あった。

令和元年東日本台風における長野県庁体制と災害ボランティア活動

出典：内閣府（防災担当）（2022）「多様な被災者支援主体による連携体制の構築・

強化の手引－地方公共団体の方々へ」

令和５年石川県能登地方を震源とする地震における珠洲市の体制

○ 令和５年石川県能登地方を震源とする地震に係る対応について、珠

洲市では、5月6日に健康増進センターに保健医療福祉調整本部（珠

洲市生活サポート部会）を組織し活動を開始した。サポート部会の対応

範囲は保健・医療・福祉全体を包括した活動内容とされた。

○ 珠洲市生活サポート部会の特徴は、

①要請ではなく自主参集による会議体である。

②被災者生活全般を対象とした活動である。

③保健医療福祉に関わる組織のみならず、生活全般に係る組織・団

体（社協、JVOAD等のボランティア団体の代表者）のリエゾンも参

加している。

○ 同部会は珠洲市災害対策本部の下部組織としての位置づけられてい

る。

（参考）都道府県における保健医療福祉調整本部の位置づけについて

厚生労働省の通知（令和４年７月22日付「大規模災害時の保健医療

福祉活動に係る体制の整備について」）において、被災都道府県は、当該

都道府県に係る大規模災害が発生した場合には、速やかに、都道府県災

害対策本部の下に、その災害対策に係る保健医療福祉活動の総合調整

を行うための本部（保健医療福祉福祉調整本部）を設置することとされ

ている。
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NPOとの連携による在宅避難者支援の例

出典：内閣府[2022]「避難所における生活環境の改善および新型コロナ感染症対策等の取組事例集」7



○ 来年度の研修について、自治体・関係団体等での開催を促すための検討
（内閣府の役割・研修主催自治体等に対する支援の検討）

○ アドバイザー研修等の位置付け・枠組みの検討

○ 内閣府では、災害の激甚化・頻発化等により避難生活が長期化する中、地域のボランティア人材に、避難生活環境改善のための

知識・ノウハウを身につけてもらうためのモデル研修を令和４年度から開始。

○ こうした取組を通じて地域のボランティア人材の発掘・育成を図り、発災時には行政職員や支援者等と連携し、

良好な避難生活環境の確保を図ることにより、「災害関連死・ゼロ」の実現を目指す。

「避難生活支援リーダー／サポーター」研修について（令和４年度～）
（「避難生活支援・防災人材育成エコシステム」の構築）

避難生活支援リーダー／サポーターとは 避難生活支援リーダー／サポーター研修（令和５年度）

令和５年度スケジュール
○ 「避難生活支援リーダー／サポーター」とは、避難所運営の基本的
スキルを習得し、自治体や支援者等とともに、避難所の生活環境向上
に率先して取り組むことができる人材

○ 当該人材を各地域で発掘・育成するために、内閣府主催の「避難生
活支援リーダー／サポーター研修」を全国で開催

○ 研修の先行実施（広島市）

○ Ｒ５年度研修カリキュラム検討

○ 研修実施自治体等との調整

○ 研修の実施（他９地区）

○ 研修アンケート結果等の分析

○ 次年度に向けた改善検討

R５年度前半（４～９月） R５年度後半（10～３月）

研修

実施地区

・館林市（群馬） ・箕輪町（長野）・関市（岐阜）

・島田市（静岡） ・岡崎市（愛知）・三木市（兵庫）

・瀬戸内市（岡山）・広島市（広島）・八代市（熊本）

・残り１地区（調整中） の合計１０地区

○ 研修修了者の認定、データベース、マッチングの仕組み検討・構築

研修テキスト

研修
プラグラム

・オンデマンド講座（事前視聴）

・基礎講義、グループ討議、演習 など、研修期間２日間

グループ討議 避難所の環境改善演習

⇒ これ以外にも、さらにスキルアップを行い全国域での活躍が期待さ
れる「避難生活支援アドバイザー（仮称）」や、各分野の有資格者で
あり避難生活支援のスキルを習得した「避難生活支援専門コーディ
ネーター（仮称）」を育成するための仕組み・研修プログラムも、引
き続き、関係者や各分野のニーズ等も踏まえて検討 8



ご議論いただきたい事項

◆ 避難所、避難所外含め被災者支援において、官が行うべきところ、民間団体にお願いできるところをどのように考

えるか。

－行政が行うべき（行政しかできない）ところはどこか。また、民間団体が得意とするところはどこか。

－特に、避難所外避難者に対して、行政が行うべき支援はどこか。

◆ 官民が適切に連携して支援を実施するために必要な体制の構築をどのように考えるか。

－一部の自治体では、災対本部内や保健医療福祉調整本部に民間団体を加えて、情報連携を実施している

がこれをどのように考えるか。

◆ 自助、共助、外助（※）を積極的に取り込んだ形で支援を行うために必要な方策をどのように考えるか。

■ これまでの災害において、避難所の環境改善、ボランティアセンターの運営、在宅被災者の支援等の点で、多くの民

間団体が活躍している。

■ 自治体の災害対策本部に災害ボランティア担当班を設け、民間団体にも災害対策本部に参加してもらうといった

取組や保健医療福祉調整本部の中に官民連携の機能を持たせているといった取組を行っている自治体の例がある。

■ 避難所運営の基本的スキルを有し、避難所の生活環境向上に率先して取り組むことができる人材を「避難生活支

援リーダー／サポーター」研修の実施により育成するなど、自助、共助による取組の浸透・普及を促している。

（※）被災した地域の外の自治体からの応援や民間団体による支援 9




